
お知らせ

　明年１月に発行する「広報かみのくに」新春号に
向けて、年賀広告を募集しております。
　年賀広告を掲載希望の方は、役場総務課企画統計
グループまでお申し込みください。
　
１．募集期間　１１月１日から１１月２９日まで
２．掲載内容　「新年のご挨拶」「事業所名」「代表
　　　　　　者名」「郵便・住所」「連絡先電話番号」
３．サイズ
　①縦47㎜×横30㎜　　500円（町外事業者1000円）
　②縦47㎜×横60㎜　1000円（町外事業者2000円）
　③縦47㎜×横90㎜　1500円（町外事業者3000円）

申込先　役場総務課　企画統計グループ

上ノ国消防署からのお知らせです
「住宅用火災警報器」はもう設置されましたか？
　住宅用火災警報器の設置が完全義務化され、約１年
半が経過しました。
　住宅火災による死者の約７割は逃げ遅れによるもの
で、火災による被害を減らすためには、その兆候をい
ち早く察知しなければなりません。
　町内における過去１０年の火災発生件数は、平均す
ると１年につき２件となっております。
　昨年の町内における建物火災は幸い０件でしたが、
住宅用火災警報器が設置されていたことにより、火災
を未然に発見し、大事に至らなかった事例が４件あり
ました。
　住宅用火災警報器は、素早く煙を察知することで火
災を未然に防ぎ、大切な家族、さらには近隣居住者の
生命や財産を守ってくれる大切な機器です。
　まだ設置されていない方は、必ず設置するようお願
い致します。

お問い合せ先：上ノ国消防署予防係まで
（℡５５－２０７１）

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

　檜山に伝わる味を皆様へ。管内農村女性グループより地元農産物の魅力を伝えます！

地元漁業者による水産加工品も共催出店！郷土食のつぼっこ汁やくじら汁などのほか、直売会も実施さ

れますので、お誘いあわせのうえご参加ください。

《時　間》　１１月２３日（勤労感謝の日）　午前１１時～午後１時
《場　所》　江差町南が丘　檜山地域人材開発センター（まなびっく）
■お問い合わせ　檜山農業改良普及センター（℡５３－６１４１）

　平成２６年１月からは、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方について、
記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
　なお、この記帳と帳簿書類の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必
要がなく、住民税の申告のみを行う方も対象となります。
　詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）をご覧いただくか、江差税務署（電話０１３９－
５２－００７８）までお問い合わせください（お電話でお問い合わせの場合は、自動音声にしたがって「２」
を選択後、所得税担当にお問い合わせください）。
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